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「技術・人文知識・国際業務」ビザ申請の要件 簡易チェックシート
～海外在住者を採用し、日本に呼び寄せる場合～

海外の大学院・大学・短期大学を卒業見込みか卒業済み

就職先未定者は「技人国」申請不可。

「技人国」不許可の可能性大。
職務内容・労働条件の要調整

「技人国」不許可の可能性大。
内容・程度は要確認

実務経験が10 年以上ある

高校・専門学校卒業見込か卒業済み

専攻科目と職務内容に一致・関連性あり

企業から内定通知・雇用契約書をもらっている

他の日本人と同等以上の報酬額

在学中に違法・不法在留状態がない

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たしており、許可になる可能性が高いです。
今すぐ、無料相談にお申し込みください。

「技人国」は申請不可。
「特定技能」を検討
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